
 

 

 

岐阜市立女子短期大学教員服務規程細則  
（制定 令和 5年 4 月 26 日） 

改正 令和 6 年 1 月 31 日 令和 7年 3 月 26 日 

令和 7年 11 月 26 日 令和 8 年 4月 30 日 

 

 (趣旨) 

第 1 条 この細則は、岐阜市立女子短期大学教員服務規程（以下「規程」という。）に定める

もののほか、岐阜市立女子短期大学（以下「本学」という。）の教員の服務に関し必要な事

項を定める。 

 

 （服務の宣誓） 

第 2 条 規程第 3 条第 1 項に規定する所属長とは、副学長、附属図書館長若しくは学科長と

する。 

2 規程第 3条第 2項に規定する宣誓は、宣誓書に署名し、学長に提出するものとする。 

 

 (休暇等の手続き) 

第 3 条 規程第 6条第 1項に規定する休暇を取得しようとする教員は、あらかじめ休暇届（様

式第 2 号）を所属長に届け出て学長に承認を受けるものとする。 

2 学長は、教員に週休日又は休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある

場合には、週休日の振替命令書（様式第 3 号）又は代休日の指定書（様式第 4 号）により、

振替による週休日又は代休日の割振りをすることができる。 

 

 (出張時の承認手続き) 

第 4 条 規程第 7 条第 1 項に規定する出張願（様式第 5 号）は、出張日の 3 週間前までに所

属長に提出するものとする。ただし、出張先の都合等特段の理由がある場合は、この限り

でない。 

2 海外渡航する場合は、「学生の海外渡航に関する危機管理について（学内指針）」に準じて

渡航の適否を判断することとし、出張日の 3か月前までに所属長に提出するものとする。 

3 規程第 7条第 4項に規定する復命書は、1週間以内に作成するものとし、その内容は、出

張日時、出張先、出張の目的、出張内容、所見、その他出張の成果を確認できる資料とする

ものとする。 

 

 (研修等の承認手続き) 

第 5 条 規程第 8条第 2項に規定する研修の区分は、承認研修及び学外出講とする。 

2 研修を行おうとする教員は、その学期内の研修日についての研修願（様式第 6号）を各期

初日の 1 か月前までに所属長に提出し、学長に承認を受けるものとする。ただし、新任等

の理由で当該提出期間内に提出が困難であることを学長が認めた場合は、速やかに提出す

るものとする。 

3 研修願の記載事項に変更が生じた場合は、研修変更願（様式第 7号）を速やかに所属長に

提出し、学長に承認を受けるものとする。 

4 規程第 8条第 5項に規定する書類等の内容は、研修日時、研修先、研修の目的、研修内容、



 

 

 

所見、その他研修の成果を確認できる資料とするものとする。 

 

(兼業等の許可等手続き) 

第 6 条 規程第 9条及び第 10 条の規定の手続きにおいて、学長が依頼先等の要請に対し迅速

に対応する必要があると認める場合は、評議会の承認を依頼日に最も近い人事案件を審議

する教授会の承認とすることができるものとする。 

2 学長は、前項において承認されたものについては、承認日から最も近い評議会に報告する

ものとする。また、評議会で承認されたものについては、承認日からもっとも近い教授会

で報告するものとする。 

3 第 1 項の規定に基づき承認を得た教員は、依頼先等からの依頼状等を添付して営利企業等

への従事等の許可申請書（様式第 8 号）を提出するものとする。なお、報酬を得ずに従事

する場合は、この限りでない。 

4 学長は、必要に応じて、許可を与えた教員に対して、兼業等従事連絡票（様式第 9 号）の

提出を求めるものとする。 

 

 （事故発生時の報告） 

第 7 条 規程第 13 条第 2 項に規定する自動車事故発生報告書（様式第 10 号）は、学長の承

認を受けた後、所属長が人事課へ報告するものとする。 

 

   附 則 

この細則は、令和 5年 9月 1日から施行する。 

 附 則 

  この細則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

  この細則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

附 則 

  この細則は、令和 7年 11 月 26 日から施行する。 

 

  



 

 

 

様式第 5号その 1（第 4条関係） 

 学長 学科長 委員長  文書分類番号    -    -    -    -    

 ．  ．     保存期間 年 

承認       

 
市外出張願（国内） 

岐阜市立女子短期大学長 様 

年   月   日 

所属 学科 

職名  

氏名  

下記のとおり出張してよろしいか。 

出張期間     年   月   日から 年   月   日まで 

出張先 

及び 

連絡先 

（住所） 

（施設名） (連絡先) 

用務 
 

 

旅費区分 
１ 短大業務旅費(市費)【市有自動車・公共交通機関】 ２ 割当研究費(市費) ３ 研究交付金(市費) 

４ 科学研究費 ５ 研修･その他（         ） 負担金の金額 円 

(注)1 出張期間･出張先･用務等が記載された資料(開催案内、通知、計画書等)を添付すること。 
  2 出張が 5日以上の長期にわたる場合は、本人と連絡が取れる連絡先を記入すること。 

  3 旅費区分で短大業務旅費(ガイダンス･就職説明会･大学施設の会議等)の場合は、使用する手段を〇で囲むこと。 
  4 出張に伴う会費等負担金が発生する場合は、負担金の金額を記入し、金額のわかる資料を添付すること。 
 

  



 

 

 

様式第 5号その 2（第 4条関係） 

 学長 学科長 委員長  文書分類番号    -    -    -    -   

 ．  ．     保存期間 年 

承認       

 
市外出張願（国外） 

岐阜市立女子短期大学長 様 

年   月   日 

所属 学科 

職名  

氏名  

下記のとおり出張してよろしいか。 

出張期間     年   月   日から 年   月   日まで 

渡航の目的 
 

 

渡航先  

本務との 

関連性 

(目的の内容を具体的に記入すること) 

 

 

 

 

 

不在中の 

職務補充等

の措置 

 

 

 

 

学内連絡者職氏名  内線  

渡航費用 １ 公費    ２ その他（                         ） 

渡航中の 

国内連絡先 

（住所） 

（氏名）  （続柄）  TEL (     )      -       

備考 

 

 

 

 

(注) 日程等参考資料を添付すること。 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第 6号その１（第 5 条関係） 

 学長 学科長  文書分類番号    -    -    -    -    

 ．  ．     保存期間 年 

承認      

 
研修願 

 

岐阜市立女子短期大学長 様 

年   月   日 

所属 学科 

職名  

氏名  

 

岐阜市立女子短期大学教員服務規程第 8 条第 2 項の規定に基づき、下記の研修を承認願い

ます。 

研修時期：     年度 前期・後期 

曜日 時間帯 研修等 場所(学外の場合) 

 午前・午後 学外・自宅  

 午前・午後 学外・自宅  

(注）1場所の欄は、緊急時を想定し双方が連絡事項を確認できる連絡先も記入してください。 

 

 当該期間中に、下記の学外出講を行う予定です。 

曜日 時間帯 出講先 

   

   

(注) 出講先の欄は、緊急時を想定し双方が連絡事項を確認できる連絡先も記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第 6号その 2（第 5条関係） 

 学長 学科長  文書分類番号    -    -    -    -    

 ．  ．     保存期間 年 

承認      

研修願 
岐阜市立女子短期大学長 様 

年   月   日 

所属 学科 

職名  

氏名  

岐阜市立女子短期大学教員服務規程第 8 条第 2 項の規定に基づき、下記の研修を承認願い

ます。 

研修時期：     年度 夏季・春季 
月日 研修･出張･休暇 研修内容･場所 連絡先電話等 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

（注）1 研修･出張･休暇の欄は、研修：承認研修、出講:学外出講、出張、特夏：夏季特別休暇、年休：年次有給休暇、 

週休：振替休日、学内：通常勤務と略して記入してください。 

   2 連絡先電話等の欄は、緊急時を想定し双方が連絡事項を確認できる連絡先を記入してください。 

      3 学外出講の場合は、営利企業等の従事許可申請の手続きを確認してください。  ※ 学外出講手続き 

 



 

 

 

様式第 7号（第 5 条関係） 

 学長 学科長  文書分類番号    -    -    -    -   

 ．  ．     保存期間 年 

承認      

 
研修変更願 

 

岐阜市立女子短期大学長 様 

年   月   日 

所属 学科 

職名  

氏名  

 

岐阜市立女子短期大学教員服務規程第 8 条第 3 項の規定に基づき、下記の研修事項等の変

更を承認願います。 

研修時期：     年度 前期・後期 夏季・春季 

変更日  

 曜日 時間帯 研修等 場所 

変更前     

変更後     

(注）1 研修等の欄は、研修：承認研修、出講:学外出講、出張、特夏：夏季特別休暇、年休：年次有給休暇、週休：振替休日、

学内：通常勤務と略して記入してください。 
 2 場所の欄は、緊急時を想定し双方が連絡事項を確認できる連絡先も記入してください。 

 


